
 

広島県水道広域連合企業団職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

をここに公布する。 

令和８年２月２日 

   広島県水道広域連合企業団企業長 横 田 美 香 

広島県水道広域連合企業団条例第４号 

広島県水道広域連合企業団職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する 

条例 

第１条 広島県水道広域連合企業団職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和５年広島

県水道広域連合企業団条例第17号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すよう

に改正する。 

改 正 後 改 正 前 

                                           

（住居手当） 
第８条 （略） 
⑴ （略） 
⑵ 第10条第１項又は第２項の規定により単
身赴任手当を支給される職員で、配偶者（
届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事
情にある者を含む。以下同じ。）が居住す
るための住宅（企業団公舎その他企業長が
別に定める住宅を除く。）を借り受け、月
額14,000円を超える家賃を支払っているも
の又はこれらのものとの均衡上必要がある
と認められるものとして企業長が別に定め
るもの 

 
（単身赴任手当） 

第10条 （略） 
２ 新たに給料表の適用を受ける職員となった
ことに伴い、住居を移転し、父母の疾病その
他の企業長が別に定めるやむを得ない事情に
より、同居していた配偶者と別居することと
なった職員で、当該適用の直前の住居から当
該適用の直後に在勤する事業所に通勤するこ
とが通勤距離等を考慮して企業長が別に定め
る基準に照らして困難であると認められるも
ののうち、単身で生活することを常況とする
職員その他前項の規定による単身赴任手当を
支給される職員との権衡上必要があると認め
られるものとして企業長が別に定める職員に
は、同項の規定に準じて、単身赴任手当を支
給する。 

（住居手当） 
第８条 （略） 
⑴ （略） 
⑵ 第10条の規定により単身赴任手当を支給
される職員で、配偶者（届出をしないが事
実上婚姻関係と同様の事情にある者を含
む。以下同じ。）が居住するための住宅（
企業団公舎その他企業長が別に定める住宅
を除く。）を借り受け、月額14,000円を超
える家賃を支払っているもの又はこれらの
ものとの均衡上必要があると認められるも
のとして企業長が別に定めるもの 

 
 
（単身赴任手当） 

第10条 （略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

第２条 広島県水道広域連合企業団職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を次のよ

うに改正する。 



 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すよう

に改正する。 

改 正 後 改 正 前 

                                           

（期末手当） 
第16条の２ 期末手当は、３月１日、６月１日
及び12月１日（以下「期末手当基準日」とい
う。）にそれぞれ在職する職員に対して、企
業長が別に定める日に支給する。これらの期
末手当基準日前１箇月以内に退職し、又は死
亡した職員（企業長が別に定める職員を除
く。）についても、同様とする。 

 
（勤勉手当） 

第16条の３ 勤勉手当は、６月１日及び12月１ 
日（以下「勤勉手当基準日」という。）にそ 
れぞれ在職する職員に対して、勤勉手当基準 
日以前６月以内の期間における当該職員の勤 
務成績に応じて、企業長が別に定める日に支 
給する。これらの勤勉手当基準日前１箇月以 
内に退職し、又は死亡した職員（企業長が別 
に定める職員を除く。）についても、同様と 
する。 
 
（短時間勤務会計年度任用職員の期末手当） 

第20条 任用期間が６月以上である短時間勤務
会計年度任用職員には、第16条の２に規定す
る期末手当の支給を受ける職員の例により期
末手当を支給する。 

 
 
 
 
（短時間勤務会計年度任用職員の勤勉手当） 

第20条の２ 任用期間が６月以上である短時間
勤務会計年度任用職員には、第16条の３に規
定する勤勉手当の支給を受ける職員の例によ
り勤勉手当を支給する。 

 

（期末手当） 
第16条の２ 期末手当は、３月１日、６月１日
及び12月１日（以下「期末手当基準日」とい
う。）にそれぞれ在職する職員に対して、企
業長が別に定める日（以下「期末手当支給日
」という。）に支給する。 

 
 
 
（勤勉手当） 

第16条の３ 勤勉手当は、６月１日及び12月１ 
日（以下「勤勉手当基準日」という。）にそ 
れぞれ在職する職員に対して、勤勉手当基準 
日以前６月以内の期間における当該職員の勤 
務成績に応じて、企業長が別に定める日（以 
下「勤勉手当支給日」という。）に支給す 
る。 
 

 
 
（短時間勤務会計年度任用職員の期末手当） 

第20条 任用期間が６月以上である短時間勤務
会計年度任用職員には、期末手当を支給す
る。 

 
２ 期末手当は、期末手当基準日にそれぞれ在
職する職員に対して、期末手当支給日に支給
する。 

 
（短時間勤務会計年度任用職員の勤勉手当） 

第20条の２ 任用期間が６月以上である短時間
勤務会計年度任用職員には、勤勉手当を支給
する。 

 
２ 勤勉手当は、勤勉手当基準日にそれぞれ在
職する職員に対して、勤勉手当基準日以前６
月以内の期間における当該職員の勤務成績に
応じて、勤勉手当支給日に支給する。 

  

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和７年４月１日から適用する。 
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